
栃木駅前市有地土地利用事業企画提案 

質 問 回 答 書 

 

 栃木駅前市有地土地利用事業企画提案に係る質問について、以下のとおり回答します。 

 

番

号 

募集要項 

ページ、行 
質  問  内  容 回  答 

１ 

P11 7 行目 

１ 企画提

案の前提条

件② 

建物を複数棟で計画した場合、所有区分を棟ごと

に別企業とすることも可能でしょうか。 

可能ですが、例えば、建物を２棟建て、１棟を A 社、もう１棟を B

社が所有する等の場合には、原則、「募集要項４ページ－１応募事業

者の構成等」に規定するグループを組んで応募し、その構成員の中

で所有者を分ける事業計画としてください。ただし、これにより難

い事情がある場合は、企画提案書類の提出前に、別途協議してくだ

さい。また、一体的な土地利用計画となることが前提です。 

２ 

P11 7 行目 

１ 企画提

案の前提条

件② 

土地を購入または賃貸する際に、複数企業で区分

所有または区分賃貸することは可能でしょうか。 

基本的には、土地全体を一社に所有又は賃借していただきたいと考

えていますが、どうしても複数社で区分して所有又は賃借したい場

合は、まず、A 街区全体を代表事業者が栃木市から購入又は賃借し、

その後、土地の一部を構成員に売却又は転貸する等の事業計画とし

てください。なお、この場合も、質問番号１と同様に、原則、グル

ープを組んで応募し、その構成員内でのやりとりとしてください。

ただし、これにより難い事情がある場合は、企画提案書類の提出前

に、別途協議してください。また、一体的な土地利用計画となるこ



とが前提です。 

３ 

P11 18 行目 

２土地利用

に関する条

件 

「栃木駅周辺地区の利便性の向上」とありますが、

飲食店・物販店・ホテル・マンション以外に、具

体的なターゲットや特に必要とされている施設な

どございましたら、ご教示ください。 

「募集要項１２ページ－②複合施設の機能」にありますとおり、多

くの高校生が栃木駅を利用していますので、高校生を含め若者が集

える施設の提案を期待しています。 

４ 

P11 26 行目 

２土地利用

に関する条

件 

②施設構成 

ウ 交流スペ

ース 

「交流スペース(にぎわいの広場・くつろぎの広

場・みち型広場)」の（一部）を諸条件を満たした

上で、建物内、若しくは建物屋上部分に計画する

ことは可能でしょうか。 

建物屋上への設置は不可とします。 

建物内への設置は、「みち型広場」のみ可とします。 

ただし、歩行者空間としての機能を有していますので、歩行者が２

４時間通行できるようにしてください。 

５ 

P11 26 行目 

２土地利用

に関する条

件 

②施設構成 

ウ 交流スペ

ース 

「にぎわいの広場」「くつろぎの広場」の位置につ

いては、「シビックコア重点整備地区の景観形成基

本方針(P.1、2)」に示されている位置が望ましい

という理解で宜しいでしょうか。また、「みち型広

場」については説明会にてご説明がありましたよ

うに、市道 1036 号線沿いに限らず諸条件を満たし

た上、適宜ご提案させて頂いて宜しいでしょうか。 

結構です。 

６ 
P11 26 行目 

２土地利用

説明会にてご説明ありました「にぎわいの広場」

におけるイベント（まつり、音楽イベント、野外

応募事業者が主催することを義務付けているわけではありません。

市や市民、応募事業者等、実施主体を問わず、自由にイベント等で



に関する条

件 

②施設構成 

ウ 交流スペ

ース 

映画場、フリーマーケット等）は、事業者側が主

催するという理解で宜しいでしょうか。 

使えるような広場とするという趣旨です。 

７ 

P12 2 行目 

２土地利用

に関する条

件 

②施設構成 

ウ 交流スペ

ース 

「交流スペース」を合計で 500 ㎡程度配置するこ

ととありますが、「各広場」の幅（スペース）につ

いて数値的な規定はありますでしょうか。 

任意と考えて宜しいでしょうか。 

数値的な規定はありません。ただし、「募集要項１１ページ－ウ交流

スペース」の条件を満たせる幅（スペース）としてください。 

８ 

P12 15 行目 

２土地利用

に関する条

件 

③その他の

条件 

ウ車両動線 

車両動線について、A 街区と B 街区の間に位置する

道路(市道 11256(Ａ302)号線)に接する部分(Ａ街

区東側)には車両出入口を設置しないこととあり

ますが、将来的に当該道路を廃道とするなどのご

予定があるとの理解で宜しいでしょうか。 

現時点では、市道の廃止等をする予定はありません。 

当該部分に車両出入口を設置しないこととしたのは、A、B 街区のく

つろぎの広場を一体的に利用していくため、また、歩行者動線に配

慮するためです。 

９ 
P12 20 行目 

2 土地利用に

栃木合同庁舎に関して、B 街区との一体性に配慮す

る上で、本募集要項、関係計画書以外に考慮すべ

ありません。 



関する条件 

③その他の

条件 

エ 栃木地

方合同庁舎 

き要件等がございましたら、ご教示ください。 

10 

P12 31 行目 

3 複合施設・

(仮称) ｼﾋﾞｯ

ｸｾﾝﾀｰ等の施

設計画に関

する条件 

②複合施設

の機能 

複合施設の機能として、市民や来訪者の利便性の

向上に資する「飲食店・物販店」と交流人口の増

加や定住の促進に資する「ホテル・マンション等」

の両方または片方の提案をすることが必須となる

と考えて宜しいでしょうか。 

市民や来訪者の利便性の向上に資する「飲食店・物販店等」と交流

人口の増加や定住の促進に資する「ホテル・マンション等」の両方

の提案が必須です。 

なお、交流人口の増加や定住の促進に資するものとして、栃木市で

は、ホテルやマンションの提案を想定しておりますが、それ以外で

も、同様の効果を期待できる内容の提案であれば可とします 

11 

P12 31 行目 

3 複合施設・

(仮称) ｼﾋﾞｯ

ｸｾﾝﾀｰ等の施

設計画に関

する条件 

②複合施設

の機能 

テナントについては、出店者が確定していること

が提案の前提となると考えて宜しいでしょうか。

またその場合、出店申込書等の添付は必要でしょ

うか。 

出店者が確定していることが望ましいです。確定していない場合に

おいても、書店、カフェ、スーパーマーケット、コンビニエンスス

トア等、出店店舗の業種・業態は確定している必要があります。事

業実施段階において、提案した内容と異なる業種・業態を出店者と

した場合には、土地の買戻しや契約の解除等となる可能性がありま

す。 



12 

P12 38 行目 

3 複合施設・

(仮称)ｼﾋﾞｯｸ

ｾﾝﾀｰ等の施

設計画に関

する条件 

③（仮称）ｼﾋﾞ

ｯｸｾﾝﾀｰにつ

いて 

シビックセンターについて、建築後、市へ無償譲

渡することは可能でしょうか。 

市への無償譲渡は不可とします。 

13 

P13 8行目 3

複合施設・

(仮称)ｼﾋﾞｯｸ

ｾﾝﾀｰ等の施

設計画に関

する条件 

③（仮称）ｼﾋﾞ

ｯｸｾﾝﾀｰにつ

いて 

シビックセンターの機能についてのヒアリングは

いつ頃となる予定でしょうか。 

基本協定締結に向けての、優先交渉権者との協議の中で行います。 

 

 

14 

P13 26 行目 

3 複合施設・

(仮称)シビ

共用駐車場について、(仮称)シビックセンター利

用者向けの駐車場 5 台程度以外の複合施設向け駐

車場については、敷地内に適性規模を確保するこ

共用駐車場については、敷地内で適正規模を確保することが望まし

いですが、どうしても敷地内での確保が困難な場合は、敷地外で確

保することも可とします。この場合、（仮称）シビックセンター利用



ックセンタ

ー等の施設

計画に関す

る条件  

⑤共用駐車

場について 

とが前提であり、隔地駐車場での計画は不可との

理解で宜しいでしょうか。 

者向けの駐車場も同様の取り扱いで可とします。 

ただし、市有地を購入する場合は１０年間、賃借する場合は賃貸借

（定期借地）期間中、その駐車場を使用できることについて、土地

の所有者から書面で確約を得ていることが提案の条件となります。

また、万一、途中で使用できなくなった場合等には、他の土地で同

等の駐車場を確保していただくことになります。確保できない場合

には、提案内容に基づく事業の運営に支障をきたしますので、土地

の買い戻しや契約の解除等となる可能性があります。 

15 

P13 26 行目 

3 複合施設・

(仮称)シビ

ックセンタ

ー等の施設

計画に関す

る条件  

⑤共用駐車

場について 

「栃木市シビックコア地区整備計画書」P7Ⅲ「中

心市街地活性化への寄与」として 5 行目に「官公

庁施設の駐車場や鉄道高架下の駐車場を連携して

整備し、共用化を調整することにより･･･」とあり

ますが、B 街区に計画されている栃木地方合同庁舎

の駐車場を繁忙期等に共用させて頂くことは可能

でしょうか。 

また可能な場合、共用できる駐車台数をご教示頂

けましたら幸いです。 

栃木地方合同庁舎の駐車場の共用については、国機関の入居後、使

用の可否、使用する時期、駐車台数も含め、国と協議していただく

ことになります。 

なお、使用に際しては国が定める関係法令に基づくこと（有償使用

など）となります。 

16 

P13 26 行目 

3 複合施設・

(仮称)シビ

ックセンタ

建物屋上を駐車場とする計画は可能でしょうか。 

その場合、当該部に対しても勾配屋根の規定は適

用されるのでしょうか。 

建物屋上を駐車場とすることは可能ですが、その場合でも、勾配屋

根の規定は適用されます。 



ー等の施設

計画に関す

る条件  

⑤共用駐車

場について 

17 

P13 26 行目 

3 複合施設・

(仮称)シビ

ックセンタ

ー等の施設

計画に関す

る条件  

⑦規模、形態 

本地区計画においては、「屋根は勾配屋根を基調と

するよう定めています」とありますが、この規定

は施設全てに適用されるのでしょうか。それとも、

施設一部に適用すれば宜しいでしょうか。 

ご質問の内容が、例えば、建物を２棟建てる場合に、２棟とも適用

されるのかという意味であれば、２棟とも適用されます。 

建物の屋根全体に適用されるのかという意味であれば、原則として

は、屋根全体に適用されます。ただし、これにより難い事情がある

場合は、企画提案書類の提出前に、別途協議してください。 

18 

P16 13 行目  

(2)賃貸借

(定期借地)

の場合 

④施設整備

の履行イ) 

「賃貸借(定期借地)期間中は、事業計画に定める

用途に供すること」とありますが、どの程度まで

の用途変更が認めらるでしょうか。 

(例）物品販売店→飲食店舗またはサービス店舗。 

  ホテル→サービスアパートメントまたは老人

ホーム等 

「募集要項３０ページ－（４）土地利用の権利の制限」に記載のと

おり、賃貸借（定期借地）期間中の用途変更は原則できませんが、

やむを得ない事情が生じ、書面により栃木市の承諾を得たときはこ

の限りではありません。 

この場合に承諾できる用途変更の範囲としては、具体的な事業内容

により個別に可否を判断することになりますが、原則として、本企

画提案で認められた効果（利便性の向上や交流人口の増加など）と

同様の効果を期待できる用途とします。 



ご質問の例で言うと、本企画提案で物品販売店舗を提案し、市民や

来訪者の利便性の向上に資するものとして認められた場合には、飲

食店舗やサービス店舗は同様の効果を期待できるため可となる可能

性が高く、ホテルを提案し、交流人口の増加に資するものとして認

められた場合には、老人ホームは同様の効果を期待できないため不

可となる可能性が高いです。また、サービスアパートメントについ

ては、共同住宅に該当する場合やホテルに該当する場合があるなど、

建築の形態等により用途の取扱いが異なりますので、個別に判断す

ることになります。 

なお、栃木市の承諾を得ずに用途変更を行った場合は、契約の解除

等となる可能性があります。 

19 

P16 13 行目  

  (3)賃貸

借 ( 定 期 借

地)の場合 

   ④ 施

設 整 備 の 履

行イ) 

「賃貸借期間中は、事業計画に定める用途に供す

ること」とありますが、この内容はシビックセン

ターにも適応されると考えて宜しいでしょうか。 

適用されません。 

20 

P37 平面図 本対象敷地について、栃木駅前交番用地は対象外

とされていますが、当該交番を本事業に含めた計

画とする予定はないとの理解で宜しいでしょう

予定はありませんが、応募事業者が、栃木警察署と協議し、書面で

同署の承諾を得ていれば、提案内容に含めることも可とします。 



か。 

21 

Ｐ 19 ～ 20 

下表  

様 式 5-1 ～

5-4 

提案書様式の上部にある※コメント欄は残すと考

えて宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。ただし、「様式 5－4 公開用提案資料」のコメ

ント欄については削除してください。 

22 

P19 提案内

容 に 関 す る

書類 

様式 5-4 以外の書類については、使用するフォン

トのサイズ指定はないとの理解で宜しいでしょう

か。 

結構です。 

 

23 

19～20  

下表②  

様式 5-2-1～

5-2-6  

提 案 内 容 に

関する書類 

各内容について、枚数指定がございませんが、概

要を所定の枠内に記載し、その他説明事項がある

場合は、説明資料として記載の上、添付するとの

理解で宜しいでしょうか。 

【質問番号２３～２５に対する回答】 

ヒアリングや審査は、所定の様式に基づいて行いますので、基本的

には、所定の枠内に記載することとし、参考資料は補助的なものと

考えてください。 

また、各様式で枚数指定がないものは、任意です。 

24 

P20 10行目～  

２ 提 案 内 容

に 関 す る 書

類 

③ 施 設 計 画

書 

ｃ 各 階 平 面

各項目について枚数指定がございませんが、任意

と考えて宜しいでしょうか。 

質問番号２３参照 

 



図 ～ ｆ 完 成

予想図,ｈそ

の他 

25 

P20 9 行目  

２ 提 案 内 容

に 関 す る 書

類 

② 事 業 計 画

書 

ｇその他 

参考資料の添付にあたり、様式不問とのことです

が、任意で宜しいでしょうか。また、枚数指定は

ないとの理解で宜しいでしょうか。 

質問番号２３参照 

 

 

26 

P19 提案内

容 に 関 す る

書類 

提出ＣＤについて、Word 又は Excel データに加え、

PDF データを提出させて頂くことは可能でしょう

か。(レイアウト崩れ防止の為) 

可能です。 

27 

P25 1 行目 

(5)応募事業

者 ヒ ア リ ン

グ 

応募事業者ヒアリング時に、動画を用いたプレゼ

ンテーションを行うことは可能でしょうか。また、

可能な場合、提出する CD の中に書類データの他、

動画ファイルを記録し提出すれば宜しいでしょう

か。 

「募集要項２５ページ－（５）応募事業者ヒアリング」において、

「追加資料を用いた説明は認めません。」となっていますが、動画や

パワーポイントの使用も可とします。ただし、ヒアリングや審査は、

企画提案書類に基づいて行いますので、動画等は補助的なものと考

えてください。なお、説明時間は１５分以内としますので、その時

間内で、全ての説明を行ってください。また、動画等のファイルの

提出は不要とし、パソコンやプロジェクター等は応募事業者が持参

することとします。スクリーンは栃木市で用意します。 



 

28 

P11 2 行 目 

第 5企画提案

の条件 

「企画提案への応募にあたっては、『栃木市シビッ

クコア地区整備計画』を基本理念としてくださ

い。」とありますが、どこまでの範囲において遵守

(配慮)すれば宜しいでしょうか。基本的には、今

回の要項に記載のない項目については「栃木市シ

ビックコア地区整備計画」に基づいた計画とする

との理解で宜しいでしょうか。 

 例えば『栃木市シビックコア地区整備計画書』

P20 の図中の駐車場、交流広場、シビックセンター

等のゾーニング(位置)や自動車動線、歩行者専用

道路等や P21 図中の A 街区北側及び南側道路に新

たに整備される歩道(3ｍ・1.5ｍ)などはどの程度

遵守(配慮)すれば宜しいでしょうか。 

栃木市シビックコア地区整備計画は、１０年以上前の計画であり、

整備予定の施設や、周辺の土地利用等も変化しているため、計画の

目的や理念は踏襲していただき、具体的な条件等については、募集

要項やシビックコア重点整備地区の景観形成基本方針に従ってくだ

さい。 

29 

Ｐ12 15 行目 Ａ街区とＢ街区の間に位置する道路において、説

明会時に車両の通行もさせないような説明があり

ましたが、車両の通行は無く、歩行者専用道路と

なるのでしょうか。 

イベント時等には車両を通行止めにする場合もあり得るとご説明し

ましたが、平常時に車両を通行止めにすることは現時点では予定し

ておりません。 

30 

Ｐ 12 17 行

目 

Ｂ街区に合同庁舎の建設が予定されていて、一体

性に配慮するとありますが、Ｂ街区の駐車場も一

体で利用できるものと考えて宜しいでしょうか。

栃木地方合同庁舎の駐車場の一体的な利用については、国機関の入

居後、使用の可否、使用する時期、駐車台数も含め、国と協議して

いただくことになります。 



またＢ街区の駐車場台数は何台あるのでしょう

か。 

なお、使用に際しては国が定める関係法令に基づくこと（有償使用

など）となります。 

31 

P12 38 行目 

３ 複 合 施

設・(仮称)シ

ビ ッ ク セ ン

タ ー 等 の 施

設 計 画 に 関

する条件 

③（仮称）シ

ビ ッ ク セ ン

タ ー に つ い

て 

シビックセンター内の販売スペースは何㎡程度で

しょうか。 

現時点では、５０㎡程度を予定しています。 

32 

 雨水排水の処理について、敷地内に処理施設（浸

透槽等）の設置は必要でしょうか。 

原則、必要となります。ただし、具体的な提案内容により判断する

ことになりますので、企画提案書類の提出前に、別途協議してくだ

さい。 

33 

Ｐ14   

４ 地 域 貢 献

に 関 す る 条

件 

計画地で今まで行われたイベントの内容および今

後想定しているイベントがあれば教えてくださ

い。 

平成２９年度は、「オクトーバーフェスト in 蔵の街２０１７（ビー

ルまつり）」と、「第１回栃木コーヒーフェスティバル」が開催され

ました。 

事業実施後に開催を想定しているイベントは現時点ではありませ

ん。 



 

34 

Ｐ １ ４  

５  土 地 の

売買・賃貸借

の条件 

当初より売却（もしくは転貸）先が決まっている

場合であれば、１０年以内での土地の一括売却（も

しくは転貸）は可能でしょうか。（企画の内容はか

わらず） 

併せて、資金調達のためのリース会社への土地の

転貸は可能でしょうか。 

いずれの場合も、事業計画にそのスキームが明記されており、それ

が適切なものであれば可とします。ただし、質問番号２と同様に、

原則、グループを組んで応募し、その構成員内でのやりとりとして

ください。ただし、これにより難い事情がある場合は、企画提案書

類の提出前に、別途協議してください。また、募集要項において、

市有地を購入する場合は１０年間、賃借する場合は賃貸借（定期借

地）期間中、事業計画に基づく土地利用を行うこととしていますの

で、それが遵守されない場合は、土地の買戻しや契約の解除等とな

る可能性があります。 

35 
2 ページ 

20 行目 

市道 11256 号線は、廃同若しくは歩行車専用とな

るのでしょうか。 

現時点では、市道の廃止等をする予定はありません。 

36 
12 ページ 

1 行目 

みち型広場の幅員は、何 m まで必要でしょうか。 数値的な規定はありません。ただし、「募集要項１１ページ－ウ交流

スペース」の条件を満たせる幅員としてください。 

37 

12 ページ 

32 行目 

ホテル・マンションの提案は必須でしょうか、飲

食店・物販店のみの提案は可能でしょうか。 

市民や来訪者の利便性の向上に資する「飲食店・物販店等」と交流

人口の増加や定住の促進に資する「ホテル・マンション等」の両方

の提案が必須です。 

なお、交流人口の増加や定住の促進に資するものとして、栃木市で

は、ホテルやマンションの提案を想定しておりますが、それ以外で

も、同様の効果を期待できる内容の提案であれば可とします。 

38 13 ページ 店舗営業時間外の交流スペースの施錠は、しても 交流スペースは、歩行者空間としての役割もあるため、２４時間誰



34 行目 良いのでしょうか。 でも利用できるようにしてください。 

39 

14 ページ 

2 行目 

屋根の勾配屋根はどの様なイメージをしているの

でしょうか 

屋根の形状については、三角形の屋根（切妻）をイメージしていま

すが、片流れ等の提案も可とします。 

屋根の勾配については、客観的に視認できる勾配としてください。 

40 

例） 

11 ページ 

29 行目 

賑わい創生するための駐車場に関して共同駐車場

を市役所側に何台ぐらいイメージしているのでし

ょうか。 

駐車場については、「募集要項１３ページ－⑤共用駐車場について」

に記載のとおり、複合施設と（仮称）シビックセンターの共用駐車

場を、応募事業者において、施設に対して適正な規模で整備してく

ださい。その際、（仮称）シビックセンター利用者の駐車台数につい

ては、常時５台程度を見込んでください。なお、栃木市では駐車場

の整備はいたしません。 

41 

1 ページ 

2 行目 

駅前公園の利用も含めた周辺地域（駅の北口・南

口）の活用についてどのように考えているのでし

ょうか。駅の可能性を最大限に生かすために協議

があってもと思いますが、どうお考えでしょうか。 

今回の企画提案に関しては、栃木駅前市有地についての検討とさせ

ていただきます。なお、栃木駅周辺地区の活用については、市全体

のまちづくりを見据え、栃木市総合計画や栃木市都市計画マスター

プランを踏まえながら、駅や提案施設の可能性を最大限に生かせる

よう、契約事業者と協議していきたいと考えています。 

42 

1 ページ 

10 行目 

本件をきっかけに魅力ある栃木駅周辺の都市空間

の創出を俯瞰的に考える必要があると考えます

が、駅前、警察署跡地、子どもの遊び場、文学館

など一層にぎやかにするための構想などについて

どのようにお考えでしょうか。 

【質問番号４２、４３に対する回答】 

文化芸術館・文学館や子どもの遊び場などの施設を整備するととも

に、警察署跡地の新たな土地利用を推進し、それぞれを連携させる

ことで中心市街地の魅力向上が図られ、観光客の増加や滞留時間の

延長等による観光の活性化及び市民の利便性の向上が期待されま

す。 



今回、本市のゲート的な役割の拠点として、栃木駅前市有地に複合

施設等を整備することにより、栃木駅周辺地区の賑わいの創出が見

込まれますので、更なる中心市街地への回遊性向上と経済波及につ

ながっていくものと考えています。 

43 

1 ページ 

20 行目 

賑わい創出の具体的なイメージはありますか。例

えば、駅だけで限定するのではなく回遊性（駅→

街）についてはどのようにお考えですか。 

質問番号４２参照 

44 

11 ページ 

26 行目 

募集要項から A 街区と B 街区の交流スペースを重

視しているとお見受けしましたが、B 街区は土・日

休みのため、A 街区と B 街区の連携についてはどの

ようにお考えでしょうか。 

B 街区部分の交流スペースについては栃木市所有なので、土・日、

平日に関わらず、A 街区部分と一体的な利用ができるようにします。 

45 

13 ページ 

2 行目 

シビックセンターは、にぎわい広場に隣接する位

置とありますが、にぎわいを重視すると考えると、

シビックセンターの営業時間やシビックセンター

の運営方針が重要と考えます。応募者にとっては

制約条件になることから、シビックセンター、に

ぎわい広場について具体的に教えてください。 

にぎわいの広場は、２４時間誰でも利用できるようにしたいと考え

ています。 

（仮称）シビックセンターは、例えば、観光案内所については、観

光客が少なくなることが想定される午後５時頃に閉めることが考え

られ、多目的スペースについては、駅利用者の時間調整等の利用も

考慮し、なるべく長時間開放したいと考えています。 

しかし、提案内容との兼ね合いもありますので、優先交渉権者と、

効果的・効率的な運営ができるように、協議していきたいと考えて

います。 

46 11 ページ 駅前から学悠館高校の流れを重視しているとお見 学悠館高校は、通常の高校とは異なり、通学時間帯が、朝、夕に限



36 行目 受けしましたが、定時制通信制と特徴のあるフレ

ックスハイスクールの学悠館高校の人の流れにつ

いてどのようにお考えでしょうか。また現在から

一層の少子化を踏まえた学悠館高校の定員や人数

についてどのような試算をお考えでしょうか。 

定されるわけではないので、複合施設・（仮称）シビックセンターが

事業を開始した際には、一日を通して、賑わいの創出に寄与できる

ものと考えています。また、学悠館高校の定員や人数については、

市では試算しておりません。 

47 

11 ページ 

26 行目 

交流スペースにぎわい広場は図面からの変更にな

る可能性はありますか。 

シビックコア重点整備地区の景観形成基本方針２ページの図面はイ

メージ図です。 

にぎわいの広場の形、大きさ及び位置等については、「募集要項１１

ページ－ウ交流スペース」の条件を遵守してください。 

48 

13 ページ 

25 行目 

バスについてお尋ねします。駅前ロータリーのバ

ス停の位置変更の可能性はいかがでしょうか。当

該敷地周辺の大型バス、マイクロバスなどの転回

は可能でしょうか。観光バスの駐車場をどのよう

にお考えでしょうか。 

バス停の位置変更は現時点では考えておりません。 

提案事業の運営に係る大型バス、マイクロバス等の転回については、

A 街区の敷地内で検討してください。 

提案事業の運営に係る観光バスの駐車場については、「募集要項１３

ページ－⑤共用駐車場について」にありますとおり、応募事業者に

おいて、施設に対して適正な規模で整備してください。 

49 

13 ページ 

4 行目 

シビックセンターの赤ちゃんの駅は営業時間外も

使えるのでしょうか。例えば、一般の市民が 24 時

間使えるのかなど。 

なるべく長時間開放したいと考えていますが、提案内容との兼ね合

いもありますので、優先交渉権者と、効果的・効率的な運営ができ

るように、協議していきたいと考えています。 

 


